
無
料

 ４月 10 日（水）・  ５月  8 日（水）・  ６月 12 日（水）
 ７月 10 日（水）・  ８月14 日（水）・  ９月 11 日（水）
10 月  9 日（水）・11 月13日（水）・12月 11 日（水）

令和6年／

令和7年／

社会保険労務士等の専門家が、「働き方改革」に関する

「労務管理」「賃金制度」などの相談を無料で行います。

●「働き方改革」の法改正について知りたい。

●休日を増やしたいのでアドバイスがほしい。

●「ハラスメント防止」「育児・介護休業法」への対応について相談したい。

●人材の確保・採用について相談したい。採用についてアドバイスがほしい。

●「同一労働・同一賃金」について相談したい。

●どのような助成金が利用できるのか知りたい。

●「時間外労働の上限規制」への対応について相談したい。

●就業規則・社内規定の見直しについて相談したい。

 1 月  8 日（水）・ 2 月 12 日（水）・  3 月 12 日（水）　

〈厚生労働省長崎労働局委託事業〉https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/nagasaki/

長崎働き方改革推進支援センター



無料

無料

個別訪問支援（出張相談）

出張相談

nagasaki-hatarakikata@lec.co.jp


